
入院期間が１８０日を超える 

患者様の負担金（自費）について 

 

 

平成１４年４月の健康保険法改正により、長期入院に

かかる保険給付の範囲が見直され、同一疾病による入院

期間が１８０日を超える患者様を対象に選定療養費と

して一部料金をご負担（自費）いただく事になります。

負担金は入院基本料金の１５％ 

・一般病棟入院基本料 急性期一般入院料４ 

１日当たり ２，６３５円（税込） 

となります。 

また、一部対象とならない方もありますので対象の方

には別途ご連絡いたします。 
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